
第１１回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年２月２１日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　大阪弁護士会館９２０号室＋Zoomミーティング
１．出席幹事　
幹事の数　８５名（定足数　２９名）
出席幹事の数　リアル１１名、Zoom１２名（合計２３名）
委任状の数　２９名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長中原大雄を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。
【議事の内容】

１【決議事項】３月総会招集の件（３月２６日１８時～＠会館１２０３＋Zoom）
　　総会議案①選考委員会規則改正　←NEW
②次年度幹事の選任（副幹事長、全期幹事、各期幹事）の選任決議
③次年度選考委員の選任
④法曹在職40年会員顕彰
⑤各種報告事案

（１）選考委員会規則改正について
　　　現行の規則では「幹事長」を名簿から除くとなっており、当該年度の幹事長のようにも読めるが、条文の趣旨からして、次年度幹事長を指すと解釈し、そのように運用してきたが、規則の表現も明確に「次年度幹事長」に改めたいと考える。
　　→賛成多数で可決した。

２　次年度各期幹事の推薦届出のお願い
　　かなり出揃ってきたが、まだの期もある。早期に推薦いただきたい。
　　特に統合した期で、期同士の順番などについて混乱があって、決め方などを執行部で共有して、引継ぎをしたいと考える。

３　大弁会務報告
（１）開催済みの行事
２月１０日に人権フェスタが開催され、５年ぶりのリアル開催だった。１０００人近い来場者がいた。熱気にあふれ、コンサートは予定時間を過ぎてもアンコールがあり、大盛り上がりになった。
実質的に春秋会の研修委員会が企画した「プリズン・サークル」を上映したが、満員になった。
（２）会長声明等
　　　上半期は会長声明を多くだしたが、下半期は数が減っている。
（３）今後の行事
３月１６日、映画「福田村事件」を上映する。関東大震災の際の朝鮮人虐殺に関連する映画。森監督に登壇していただきアフタートークをする。

今井研修委員長：
上映会「プリズン・サークル」では、満員＋αの席を用意して、１２７名に参加いただき、入りきれなくてお断りをした方もいた。トークショーも開催され、好評であった。

４　会費減額PTの答申に関する意見交換
　　PTから答申をもらったが、今年度に確定するには時期尚早ということで、来年度に持ち越しとする。年度内に幹事長から全体MLに投稿して会全体に情報共有をする。

５　各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）
　　　１月２３日（火）に「AIと憲法―海外はAI規制にどのように対応しているかー」を開催した。参加者９４名、アンケートでも新しい議論で刺激的だったなど、概ね好評だった。少しカタカナが多く難しいとの意見等もあった。
　　　会計報告は資料のとおりで、活動活性化費も活用した。
（２）広報委員会（委員長：松尾洋輔）
ニュースレター２月号発行。春秋会のイベント等の記事もあります。感想を春秋ML等にお待ちしております。
会報の春号の準備。順調に進んでいる。原稿はほぼそろっている。
（３）研修委員会（委員長：今井力）
さきほど補足したとおり、人権フェスタでのプリズン・サークルの上映企画は大好評だった。
今後の企画としては、２月２６日ヒヤリハット研修の準備をしている。
（４）親睦委員会（委員長：西田敦）
１月２９日に副会長就任祝い＆新人歓迎会を開催した。最初は申込人数が少なかったが、最終的には８０人に参加いただいて、大盛況であった。
２月１７・１８日に新人歓迎旅行を開催した。３１名の参加。親睦が深められた。
劇団四季「バケモノの子」、参加者２０名。親子でも参加も多く、好評であった。
ラーメンを作る企画は３月２１日に開催する。
（５）若手会（世話役代表：安原邦博）
　　２月６日に美食会を開催し、大盛況だった。異なる期の間で交流できた。
３月１日に６６期追い出しコンパ＆新人歓迎会を開催する予定です。

６　新入会員のお知らせ
新人歓迎旅行などでの勧誘が功を奏し、新入会員が各種委員会に入っていただいている。若手会の新人歓迎会でも勧誘する。
　　すでに半数以上の会員が委員に入っており、アンケートは配らず、直接声掛けのほうが良いと考える。
　　MLはあまり見てないという意見がある。DMをするために新入会員のアドレスを共有する。

７　修習副委員長と修習担当弁護士の懇親会費用の負担について（広瀬　元太郎会員）
来年度の修習委員会副委員長に会派推薦で候補者になった。副委員長は、全クールの修習閉講式の懇親会費用を参加不参加にかかわらず徴収されるということを言われた。副委員長は支給金がないので、完全な個人負担である。形式的には要請であるが、実質強制である。無償労働のみならず、金銭的負担まで強いられるのでは、副委員長になる人などいなくなる。修習担当弁護士も２クールであるが同様に負担がある。私が問題にしている点は大きく分けると２つあり①弁護士がお金を出して懇親会をする必要があるのか、②そのお金を一部の人が個人負担をするのはおかしい、ということである。
　　これに対するアプローチとして
（１）弁護士会対策
　　　ア　懇親会の廃止
　　　イ　懇親会は継続するが、弁護士会が負担する
（２）春秋会対策
　　　　　修習副委員長、委員負担金の補助
が考えられる。

村瀬会員：自分より下の期の会員複数人から意見を聞いた。全員広瀬会員に賛成する意見であった。無償までは共有できるが、持ち出し、欠席しているのに払わなければというのはおかしいという意見や、そういうことを続けていると持続できなくなるとの意見をいただいている。懇親会は存続させたいと考えるが、費用負担については検討しなければならない。

幹事長：会派からの負担については検討が必要で、どのような場合に援助ができるのかなど整備が必要である。会費減額問題とも連動する。今年度に決められるものではないので、引き続いての検討が必要である。
　　　　以　　上

